
NO.104（3） 日 高 市 議 会 だ よ り

討　

論

伴
い
、
障
が
い
者
福
祉
シ
ス
テ
ム

改
修
委
託
料
を
増
額
、
介
護
保
険

特
別
会
計
繰
出
事
務
で
、
介
護
保

険
制
度
の
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム

改
修
に
対
し
て
、
財
源
に
国
庫
支

出
金
が
見
込
め
た
こ
と
か
ら
、
繰

出
金
を
減
額
、
生
活
保
護
費
で
は
、

低
所
得
者
自
立
支
援
事
業
で
、
医

療
費
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

医
療
扶
助
を
増
額
、
農
林
水
産
業

費
の
う
ち
、
農
業
費
で
は
、
特
産

品
創
出
事
業
で
、
高
萩
茶
葉
生
産

出
荷
組
合
が
予
定
し
て
い
る
機
械

施
設
の
整
備
に
対
し
、
財
源
と
し

て
県
支
出
金
が
見
込
め
た
こ
と
か

ら
、
市
農
業
振
興
事
業
補
助
金
を

増
額
し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
61
号　

反
対
討
論

　

こ
の
補
正
予
算
に
は
市
長
、
副

市
長
、
教
育
長
、
議
員
の
期
末
手

当
の
支
給
割
合
の
引
き
上
げ
に
よ

る
特
別
職
人
件
費
増
額
分
48
万
円

と
、
市
職
員
の
給
料
月
額
、
支
給

割
合
の
引
き
上
げ
等
に
よ
る
人
件

費
の
増
額
分
１
千
422
万
３
千
円
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　

職
員
の
不
祥
事
を
受
け
、
三
役

が
給
料
減
額
を
も
っ
て
責
任
を
と

る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
に

期
末
手
当
を
自
ら
上
げ
る
こ
と
は

そ
の
効
果
を
台
無
し
に
す
る
。

　

議
員
に
つ
い
て
は
議
会
改
革
も

進
ま
ず
、
合
議
体
と
し
て
市
政
へ

の
貢
献
も
十
分
に
で
き
て
い
な
い
。

今
回
の
不
祥
事
は
組
織
と
し
て
の

ゆ
る
み
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
ず
、
市
民
の
信
頼
を
取
り
戻
す

ま
で
の
間
、
職
員
の
給
料
等
に
つ

い
て
も
引
き
上
げ
を
行
わ
な
い
と

い
う
判
断
が
妥
当
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
61
号　

賛
成
討
論

　

こ
の
補
正
予
算
は
、
人
事
院
勧

告
並
び
に
埼
玉
県
人
事
委
員
会
勧

告
を
踏
ま
え
た
人
件
費
の
補
正
や

平
成
29
年
度
に
収
入
し
た
国
・
県

支
出
金
の
精
算
な
ど
、
当
初
予
算

成
立
後
の
事
由
に
よ
り
対
応
す
る

た
め
の
歳
入
歳
出
予
算
の
追
加
、

増
額
及
び
減
額
、
並
び
に
繰
越
明

許
費
の
設
定
や
債
務
負
担
行
為
の

補
正
を
行
う
も
の
で
、
必
要
不
可

欠
な
補
正
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

　

議
案
第
61
号　

反
対
討
論

　

こ
の
補
正
予
算
に
は
人
件
費
が

含
ま
れ
て
い
る
。
今
回
の
不
祥
事

に
関
し
て
、
三
役
と
直
属
の
管
理

者
が
減
給
処
分
さ
れ
る
な
か
、
責

任
を
と
っ
て
減
給
す
る
と
い
う
こ

と
が
、
本
当
に
問
わ
れ
て
い
る
と

提
出
議
案
と

審
議
結
果

（
議
案
第
61
号
）

　

�

平
成
30
年
度
日
高
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ

ぞ
れ
１
億
５
千
995
万
１
千
円
を
追

加
し
、
補
正
後
の
総
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
179
億
４
千
920
万
６
千
円
と
し
、

ま
た
、
繰
越
明
許
費
の
設
定
及
び

債
務
負
担
行
為
の
追
加
を
し
た
い

と
い
う
も
の
で
す
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
国
庫
支
出

金
の
う
ち
、
障
が
い
者
自
立
支
援

給
付
費
等
負
担
金
及
び
障
が
い
児

施
設
措
置
費
（
給
付
費
等
）
負
担

金
を
増
額
、
医
療
扶
助
費
等
負
担

金
を
増
額
、
地
域
生
活
支
援
事
業

費
補
助
金
を
増
額
、
県
支
出
金
の

う
ち
、
障
が
い
者
自
立
支
援
給
付

費
等
負
担
金
及
び
障
が
い
児
施
設

措
置
費
（
給
付
費
等
）
負
担
金
を

増
額
、
地
域
生
活
支
援
事
業
費
補

助
金
を
増
額
、
茶
・
地
域
特
産
物

振
興
総
合
対
策
事
業
費
補
助
金
を

追
加
、
県
議
会
議
員
選
挙
費
委
託

金
を
増
額
、
繰
入
金
の
う
ち
、
今

回
補
正
予
算
額
の
歳
入
歳
出
差
引

の
調
整
を
行
う
た
め
、
財
政
調
整

基
金
か
ら
の
繰
入
金
を
増
額
、
諸

収
入
の
う
ち
、
民
生
費
国
・
県
支

出
金
追
加
分
を
増
額
す
る
も
の
で

す
。

　

歳
出
に
つ
い
て
は
、
各
費
目
に

共
通
す
る
人
件
費
を
補
正
、
費
目

に
よ
り
増
減
は
あ
る
が
、
合
計
と

し
て
は
減
額
、
総
務
費
の
う
ち
、

総
務
管
理
費
で
は
、
民
生
費
国
・

県
支
出
金
等
返
還
事
務
及
び
衛
生

費
国
・
県
支
出
金
等
返
還
事
務
で

平
成
29
年
度
に
収
入
し
た
国
・
県

支
出
金
に
つ
い
て
実
績
に
基
づ
く

精
算
に
よ
り
返
還
金
を
追
加
及
び

増
額
、
選
挙
費
で
は
、
県
議
会
議

員
一
般
選
挙
の
選
挙
期
日
が
平
成

31
年
４
月
７
日
に
見
込
ま
れ
た
こ

と
か
ら
、
年
度
内
の
執
行
に
伴
う

費
用
を
増
額
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場

設
置
委
託
料
を
減
額
、
債
務
負
担

行
為
の
設
定
、
民
生
費
の
う
ち
、

社
会
福
祉
費
で
は
、
障
が
い
者
日

中
一
時
支
援
事
業
及
び
障
が
い
福

祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
事
業
で
各
種

支
援
や
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
及

び
利
用
回
数
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
係
る
費
用
を

増
額
、
障
が
い
者
福
祉
シ
ス
テ
ム

管
理
事
務
で
、
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
の
改
正
等
に

思
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
含
む

た
め
、
こ
の
補
正
予
算
を
議
会
と

し
て
そ
の
ま
ま
通
し
て
し
ま
っ
て

い
い
の
か
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
61
号　

賛
成
討
論

　

本
議
案
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳

出
予
算
に
１
億
５
千
995
万
１
千
円

の
補
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
歳

出
予
算
の
内
容
に
は
、
社
会
福
祉

費
の
増
額
と
し
て
各
種
支
援
や

サ
ー
ビ
ス
の
増
加
に
伴
う
障
が
い

者
日
中
一
時
支
援
事
業
260
万
円
、

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
事

業
５
千
418
万
９
千
円
、
生
活
保
護

費
の
増
額
と
し
て
医
療
費
の
増
加

に
伴
う
低
所
得
者
自
立
支
援
事
業

４
千
625
万
８
千
円
の
増
額
も
含
ま

れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
増
額
は
、
社
会
的
弱

者
で
あ
る
障
が
い
の
あ
る
方
、
低

所
得
の
方
の
生
活
を
保
証
し
、
市

民
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
す
る
た

め
に
欠
か
す
事
が
で
き
な
い
と
考

え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
62
号
）

　

�

平
成
30
年
度
日
高
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　

改
元
に
伴
う
後
期
高
齢
者
医
療


